
厚
生
年
金
保
険
制
度
及
び
農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合
制
度
の
統
合
を
図
る
た
め
の
農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合

法
等
を
廃
止
す
る
等
の
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

特
例
一
時
金
の
支
給

一

次
に
掲
げ
る
者
に
特
例
一
時
金
を
支
給
す
る
こ
と
。

こ
の
法
律
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
に
お
い
て
特
例
年
金
給
付
を
受
け
る
権
利
を
有
し

（一）
て
い
る
者

に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
で
あ
っ
て
、
施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
一
年
以
上
の
旧
農
林
共
済
組
合
員
期
間
を
有
し
て

（二）

（一）
い
る
も
の

（
附
則
第
三
十
条
第
一
項
関
係
）

二

特
例
一
時
金
の
額
は
、
次
に
掲
げ
る
額
と
す
る
こ
と
。

一
の

に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
そ
の
者
が
受
け
る
権
利
を
有
し
て
い
る
同
日
の
属
す

（一）

（一）

る
月
の
翌
月
以
後
の
各
月
の
分
の
特
例
年
金
給
付
の
額
の
現
価
に
相
当
す
る
額
を
合
計
し
て
得
た
額

一
の

に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
そ
の
者
が
特
例
老
齢
農
林
年
金
の
支
給
要
件
に
該
当

（二）

（二）

し
て
い
る
と
し
た
な
ら
ば
そ
の
者
に
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
同
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
（
同
日
に
お
い
て
そ
の
者
が



支
給
開
始
年
齢
に
達
し
て
い
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
が
支
給
開
始
年
齢
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
）

以
後
の
各
月
の
分
の
特
例
老
齢
農
林
年
金
の
額
の
現
価
に
相
当
す
る
額
を
合
計
し
て
得
た
額

（
附
則
第
三
十
条
第
二
項
関
係
）

三

現
価
に
相
当
す
る
額
は
、
各
月
の
分
の
特
例
年
金
給
付
の
額
又
は
各
月
の
分
の
特
例
老
齢
農
林
年
金
の
額
に
各
月
の
予

定
生
存
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
、
複
利
現
価
法
に
よ
っ
て
施
行
日
の
前
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
か
ら
各
月
の
分
の
特
例
年

金
給
付
又
は
各
月
の
分
の
特
例
老
齢
農
林
年
金
が
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
月
ま
で
の
期
間
に
応
じ
て
割
り
引
い
た
額
と

す
る
こ
と
。

（
附
則
第
三
十
条
第
三
項
関
係
）

四

予
定
生
存
率
は
厚
生
労
働
省
の
作
成
に
係
る
生
命
表
そ
の
他
の
資
料
を
勘
案
し
て
、
複
利
現
価
法
に
お
い
て
用
い
る
利

率
は
財
政
の
現
況
及
び
見
通
し
の
作
成
に
用
い
ら
れ
る
市
場
金
利
の
動
向
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
、
農
林
水
産
省
令

で
定
め
る
こ
と
。

（
附
則
第
三
十
条
第
四
項
関
係
）

五

特
例
一
時
金
を
受
け
る
権
利
は
、
そ
の
権
利
を
有
す
る
者
の
請
求
に
基
づ
い
て
、
存
続
組
合
が
決
定
す
る
こ
と
。
た
だ

し
、
施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
特
例
年
金
給
付
を
受
け
る
権
利
に
係
る
決
定
を
受
け
て
い
る
者
（
特
例
年
金
給
付
を
受
け

る
権
利
に
係
る
決
定
の
請
求
を
し
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
同
日
に
お
い
て
当
該
決
定
を
受
け
て
い
な
い
も
の
を
含
む
。
）



に
係
る
特
例
一
時
金
を
受
け
る
権
利
（
当
該
特
例
年
金
給
付
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
そ
の
権
利
を
有
す

る
者
の
請
求
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
三
十
条
第
六
項
関
係
）

六

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。

第
二

特
例
年
金
給
付
の
廃
止

特
例
年
金
給
付
を
廃
止
す
る
こ
と
。

（
旧
附
則
第
三
十
条
か
ら
第
四
十
八
条
ま
で
関
係
）

第
三

施
行
期
日
等

一

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
条
関
係
）

二

こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
所
要
の
経
過
措
置
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
関
連
法
律
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
二
条
か
ら
第
九
条
ま
で
関
係
）


